
 札幌市立真駒内曙中学校いじめ防止基本方針 
                            2024年(令和６年)３月 25日 策定 

【はじめに】 

「札幌市いじめ防止等のための基本的な方針改定案」にのっとり、本校におけるいじめ防止基本方針を定める

ものとする。 

【目的】 

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成

に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。した

がって、生徒の尊厳を保持するとともに、安心して健やかに成長できる環境を保証できるよう、基本的な方針を定

め、いじめの未然防止・早期発見及び早期解決のための対策を総合的かつ効果的に推進するものである。 

 

１ いじめの定義及び基本的理解 

（１）いじめの定義  

いじめの定義（「いじめ防止対策推進法」第２条：平成 25年法律第 71号） 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の 

人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて 

行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの 

をいう。 

 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。 

・ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

・ 仲間はずれにされたり、集団による無視をされたりする 

・ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

・ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

・ 金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

・ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

・ パソコンやスマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる  等 

（国の「いじめ防止等のための基本的な方針」より） 

 

（２）基本的理解 

 本校の学校教育目標の一つに「心の豊かな礼儀正しい生徒の育成」がある。「豊かな情操」を生徒に育むた

めにも、「いじめは絶対に許されない行為」であることを組織として全教職員が強く認識しなければならない。組

織的にいじめ問題に対処するために、 

・ いじめはいつでもどこでも起こり得るものであること 

・ いじめの判断に際してはいじめられた生徒の立場に立つこと 

・ いじめられた生徒、及び、いじめた生徒のフォローをしっかりと行うこと 

・ いじめは重大な人権侵害であること 

以上を心に留め、全教職員及び生徒、保護者がいじめ問題の解決に向けた取組に対し、共通理解を図っていく

ことが必要である。その上で、「いじめ」や「いじめの疑い」に関わることについては、「いじめ対策組織への情報

共有」、「積極的認知と対処」を行う。 



２ 本校のいじめ対策組織 

 「いじめ対策委員会」を常設し、平時から実行的な役割を果たし、「いじめ」や「いじめの疑い」については設置

者と学校及び委員会を中心に連携して迅速に対応する。委員会の構成は、校長、教頭、主幹教諭、教務代表、生

徒指導部代表、学年代表、教育相談係、教護担当教諭、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、関係の教職

員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を必須とし、必要に応じて（関係機関との連携の

必要性が高い、調査組織の中立性・公平性を確保する必要性が高い等の理由により）弁護士、医師、警察官経

験者、教育学者などの専門家等や地域の関係者などとする。対策会議を月１回（基本は運営委員会の後）開催

する。また、会議録および個別の対応状況の記録（会議録とは別葉の個別経年記録）を作成し、保管を行う。 

定例の対策会議は行事予定に記載し、市教委報告「教育課程編成等に関する諸届用紙Ｅ表生徒指導年間」

に位置付ける。 

 

３ 取組の重点 

● いじめの未然防止  

①互いを認め合い、心のきずなを感じることのできる学級経営・学年経営の充実を図る。 

  ②特別活動において、自己肯定感や自己有用感を高める。 

③生徒会として、ＣＳの取組として小学校とも連携し、いじめ防止の取り組みを行う。 

④可能な限り、生徒及び保護者対象の情報モラル教室や研修会を実施する。 

⑤いじめ問題を自分自身のこととして多面的多角的に考える道徳授業を行う。 

⑥年度初めの生徒指導研修会において、学校いじめ防止基本方針について全職員で確認し、対応力、 

指導力の向上を図る。 

⑦本方針は学校ホームページに記載し、保護者や地域の理解と協力を得るとともに、年度末にはいじめ対

策委員会において実践を検証し、方針の改善を図る。 

⑧入学時や進級時に生徒へ本方針を説明し、いじめ防止等の取組を推進する。 

 

● いじめの早期発見と対応  

①教室や廊下等での見守りなど、生徒の様子の些細な変化を見逃さないように日頃から気を配り、 

必要な声かけを行う。 

②注視すべき生徒については、教師個人で情報を抱え込むことなく、校務支援システムのメッセージで 

送られる生徒指導記録を活用するなど全教職員で共有する。 

③生徒、保護者からの訴えを速やかに受け入れ、保護者には複数の教員で対応する。  

  ④２学期に実施する市教委の「悩みやいじめに関するアンケート」のほかに、「教育相談アンケート」等を 

活用し、生徒情報の把握に努める。 

⑤各学期に行う教育相談週間や１・２学期末懇談を活用し、生徒理解、情報収集に努める。 

⑥市教委実施「いじめアンケート」の調査用紙(今後はWEB調査)を小学校から確実に引き継ぎ、３年間保 

管する。 

⑦いじめの解消は事案対処後３か月を目処としていじめ対策委員会において行うことの共通理解を図る。 

⑧いじめの対応報告は、被害生徒と加害生徒の両方の保護者に対し、確実に行うこと。 

⑨学校評価項目にいじめ防止等の取組に関する項目を必ず位置付ける。 

 

 



【いじめ防止対策のための年間計画】 

 取 組 の 内 容 

１
学
期 

年度初め 生徒指導研修会……学校いじめ防止基本方針の確認 

    ・教育相談アンケート（生活に関する調査）の実施 

    ・教育相談特別週間 

    ・期末懇談 

    ・講演会～命の大切さに関するもの（２年に１回実施） 

    ・小中連携による研修会や交流（実施は札幌市教育研究推進事業等） 

２
学
期 

    ・「子どもの命の大切さを見つめ直す月間」の取組 

    ・スマホ安全教室の実施 

    ・いじめアンケート（市教委作成）の実施 

    ・教育相談 

    ・期末懇談 

３
学
期 

    ・小中連携による研修会や交流（実施は冬休み中） 

    ・特別支援教育研修会 

    ・教育相談 

    ・小学校との生徒情報引き継ぎ 

年度末のいじめ対策委員会……実践の検証、次年度に向けての改善 

 

● いじめへの対処  

 ・いじめの情報や訴えがあった場合、下図に従いすみやかに組織的な対応を行う。 

【組織的ないじめ対応の流れ】 
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いじめ情報の把握 

教職員全体で共有 

・本人の訴えや他生徒、保護者からの情報(必要に応じて事実関係

の確認) 

・サインの発見～過小評価しない 

・いじめ対策委員会後、速やかに教職員全体で情報共有（いつ、 

どこで、誰が、何を、どのように等） 

詳細な事実確認 
・生徒・保護者等からの情報を真摯に傾聴する 

・確認方法をいじめ対策委員会で協議し速やかに聞き取り 

・市教委への報告(別紙３を参照) 

・情報の共有化  ・指導・支援の方針の決定、指導体制の確立 

＜指導・支援の対象と具体的な手立て＞ 

・被害生徒→安全確保と心のケア 

・加害生徒→被害生徒の気持ちを理解させる指導、要因の理解、心のケア 

・観衆・傍観者→より良い集団づくりを考えさせる 

・実効性のある再発防止策の検討 

いじめ防止等対策委員会の開催 

保護者 
事実報告、事前

に対応の協議、

加害者の保護

者にもいじめ

であることをし

っかりと伝える

（全て面会が基

本だが状況に

応じて電話等

で） 

教職員 
情報の共有 

見守りの実施 

市教育委員会 
担当部署と対応を協議 

関係機関 
・市教委 ・警察 

・医療機関 等 



● いじめの再発防止  

 ①関係生徒への指導と見守りを継続する。 

 ②指導の経過を振り返り、指導・支援体制に問題がなかったかを確認する。 

 ③必要に応じて、被害生徒本人と保護者の了承を得て、再発防止のための学級・学年指導を行う。 

 ④同様のいじめが発生しないように、集団の中で互いを認め合う人間関係づくりを進める。 

 ⑤いじめが解消したかどうかは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。 

   ・いじめに係る行為が止んでいること。少なくとも継続３か月止んでいることを目安とする。 

   ・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

 

● いじめが生まれる背景と指導上の注意  

①いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業についていけ 

ない焦りや劣等感などが過度のストレスとならないよう、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくり 

を進めていくこと、学級や学年、部活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを 

進めていく。 

②教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよ

う、指導の在り方には細心の注意を払う。教職員による「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言

は、いじめている生徒や、周りで見ていたりはやしたてたりしている生徒を容認するものにほかならず、いじめ

られている生徒を孤立させ、いじめを深刻化させることを理解する。 

③発達障害を含む障がいのある生徒、海外から帰国した生徒、性同一性障害の生徒、東日本大震災等で被

災または避難している生徒等に対しては、心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、いじめの未然

防止・早期発見に取り組む。 

※別紙１・２を参照し、日常からいじめに気付けるようアンテナを高くする。 

 

４ いじめ重大事態への対処 

（１）重大事態とは 

  ①児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある。 

   ア 児童生徒が自殺を企図した場合 

   イ 精神性の疾患を発症した場合 

   ウ 身体に重大な傷害を負った場合 

   工 金品等に重大な被害を被った場合 

②児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

   ア 年間の欠席が 30日程度以上の場合 

   イ 連続した欠席の場合は、状況により判断する。 

 

（２）重大事態発生の報告・調査の実施 

学校が重大事態と判断した場合、教育委員会に報告するとともに、教育委員会やその他の調査組織が設置

する重大事態調査のための組織に協力し、支援チーム等の支援を得て解決にあたる。法の要件に照らして重大    

事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を実施する。 

調査を行う際には対象生徒・保護者への目的について理解を得るとともに説明が必要である。 

 



全ての事柄において令和○年○月最終改訂の「札幌市

いじめの防止等のための基本的な方針」も確認し、対応に
当たること。 
 

◎2024年３月 18日いじめ対策委員会後に付け加えられた内容（市教委からの通知文より） 

【以下 2024年３月 15日 札教児第 678号】 

４ いじめの防止等の対処マニュアルの作成について 

(3) いじめのサインチェックシートによって把握したいじめの疑いについては、学校いじめ対策組織で事実

関係の確実な把握といじめの認知を行う。 

(4) 教職員個人の差によらない、客観的ないじめの認知の判断と組織としての対応ができるよう、アセスメ

ントシートを活用する。 

(5) アセスメントシートについては、児童生徒の進級・進学や転学に当たって、次の学年・学校に確実に引

継ぎ、指導や支援につなげることを徹底する。 

(6) いじめが犯罪行為に相当し得ると考えられる場合には、教育委員会と連携し、警察への相談・通報を

行い、適切な援助を求める。 

 

６ 個別の対応状況に関する記録及び引継について 

(1) いじめに関する個別の対応状況に関する記録及び自殺念慮や自殺企図などの情報については、児童

生徒の進級・進学や転学に当たって、次の学年・学校に確実に引き継ぎ、指導や支援につなげることを徹底

する。 

(2) 悩みやいじめに関するアンケート調査用紙は、小学校から中学校に用紙そのものを引き継ぎ、定めら

れた期間（３年間）保管する。 

※今後、ＩＣＴを活用したアンケート調査の実施を検討していることから、市の改定案においては、「用紙」な

どの文言を一部変更しています。 

 

７ 緊急時の対応について 

(1) 緊急性が高いと判断した事案や、いじめの重大事態につながることが懸念される事案については、速

やかに教育委員会に報告する。 

(2) 教育委員会は、学校で緊急性が高いと判断した事案や、いじめの重大事態につながることが懸念さ

れる事案が報告された場合は、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー、スク

ールセーフティアドバイザーなどの活用も含めて学校と連携して対応に 

当たる。 

 

８ インターネット上のいじめの防止 

(1) インターネット上に誹謗中傷を書き込むなどの行為は、取り返しのつかないことになることや、犯罪行為

につながる可能性があることなど、ネット上のいじめ防止に係る指導を行う。 

(2) 情報モラル教育の推進に当たっては、「小中一貫した教育」のパートナー校及び家庭や地域と連携し

ながら、子どもの発達の段階に応じた系統的な指導を行う。 

一部改訂 2024年10月１８日改訂 



別紙１ 

 

１  いじめられている生徒サイン 

   

いじめられている生徒は自分から言い出せないことが多い。多くの教員の目で多くの場面で生徒を 

  観察し、小さなサインを見逃さないことが大切である。 

 

場 面 いじめられている生徒のサイン 

登 校 時 

朝の短学活 

□ 遅刻・欠席が増え、理由を明確に言わない。 

□ 教員と視線を合わせず、うつむいている。 

□ 体調不良を訴える。 

□ 提出物を忘れたり、期限に遅れたりする。 

□ 担任が教室に入室後、遅れて入室してくる。 

授 業 中 

□ 保健室・トイレに行くようになる。 

□ 教材等の忘れ物が目立つ。 

□ 机の周りが散乱している。 

□ 決められた座席と異なる席に着いている。 

□ 教科書・ノートに汚れ、破れがある。 

□ 突然個人名が出される。 

休み時間等 

□ 持ち物にいたずらをされる。 

□ 昼食を教室の自分の席で食べない。 

□ 用のない場所にいることが多い。 

□ ふざけ合っているが表情がさえない。 

□ 衣服が汚れていたりしている。 

□ 一人で清掃している。 

放 課 後 等 

□ 慌てて下校する。 

□ 用もないのに学校に残っている。 

□ 持ち物がなくなったり、持ち物にいたずらされたりする。 

□ 一人で部活動の準備や後片付けをしている。 

 

２ いじめている生徒のサイン 

   

いじめている生徒がいることに気付いたら、積極的に生徒の中に入り、コミュニケーションを増や 

 し、状況を把握する。 

 

いじめている生徒のサイン 

□ 仲間同士で集まり、ひそひそ話をしている。 

□ ある生徒にだけ、周囲が異常に気を遣っている。 

□ 教員が近づくと、不自然に分散したりする。 

□ 自己中心的な行動が目立ち、ボス的存在の生徒がいる。 

 

 



別紙２ 

 

１ 教室でのサイン 

   

教室内がいじめの場所となることが多い。教員が教室にいる時間を増やしたり休み時間に廊下を通る際に注

意を払ったりするなど、サインを見逃さないようにする。 

 

教室でのサイン 

□ 嫌なあだ名が聞こえる。 

□ 席替えなどで近くの席になることを嫌がる。 

□ 何か起こると特定の生徒の名前が出る。 

□ 筆記用具等の貸し借りが多い。 

□ 壁、机や椅子等にいたずら、落書きがある。 

□ 机や椅子、教材等が乱雑になっている。 

 

 

２ 家庭でのサイン 

 

家庭でのサイン 

□ 学校や友人のことを話さなくなる。 

□ 友人やクラスの不平・不満を口にすることが多くなる。 

□ 朝、起きてこなかったり、学校に行きたくないと言ったりする。 

□ 電話に出たがらなかったり、友人からの誘いを断ったりする。 

□ 受信したメールをこそこそ見たり、電話におびえたりする。 

□ 不審な電話やメールがあったりする。 

□ 遊ぶ友達が急に変わる。 

□ 部屋に閉じこもったり、家から出なかったりする。 

□ 理由のはっきりしない衣服の汚れがある。 

□ 理由のはっきりしない打撲や擦り傷がある。 

□ 登校時刻になると体調不良を訴える。 

□ 学習時間が減る。 

□ 成績が下がる。 

□ 持ち物がなくなったり、壊されたり、落書きされたりする。 

□ 家庭の品物、金銭がなくなる。 

□ 大きな額の金銭を欲しがる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３  調査報告書 

 項目 記載内容の例 

１ 重大事態調査に位置付け 

 ・重大事態の別(１号・２号・１号かつ２号) 
・重大事態の認定日、地方公共団体の長等への報告日数 

２ 調査の目的、調査組織の構成 

 (１) 調査の目的 ・調査の趣旨、目的を記載する。 

 (２) 調査期間 ・調査組織の設置日、調査の開始から終了までのスケジュールを記載す
る。 

 (３) 調査組織の構成 ・調査組織の名称、調査委員の氏名、役職を記載する。 
・外部の調査委員が専門家や第三者として参画しているような場合には、
そのことが分かるように記載する。 

３ 当該事案の概要 

 (１)  基礎情報 ・重大事態が発生した学校名、対象生徒の学年、性別、(氏名)、対象生徒
の状況等についてまとめる。不登校重大事態の場合には、欠席日数も記
載する。 

 (２) 当該時案の概要 ・調査対象となる重大事態について大まかな概要をまとめる。 

４ 調査の内容 

 (１) 調査方法 ・どのような調査方法(アンケート、聴き取り、資料分析、現場視察等)をと
ったかについてまとめる。 

 (２) 調査内容 ・調査方法に応じて、具体的にどのような調査を行ったか詳細をまとめる。 
・聴き取りや調査組織の会議を開催した日時や議論のテーマをまとめる。 

５ 当該事案の事実確認 

 (１) 対象生徒の訴え ・聴き取り等を通じて把握した対象生徒の訴えをまとめる。 
・対象生徒から聴き取り等で事案の詳細を確認できない場合には、その旨
記載し、事案の端緒となったことについてまとめる。 

 (２) 関係生徒からの聴取
内容 

・関係生徒の聴き取り内容をまとめる。 
・関係生徒から確認ができない場合には、その旨記載する。 

 (３) 当該事案の事実確
認 

・調査を通じて把握した事実の経過を時系列に沿ってまとめる。 
・事実経過をまとめるにあたっての留意事項は、「(２)事実関係の確認・整
理」を参照。 

６ 当該事案の事実経過から認定しうる事実 

 ・事実経過を踏まえて、当該事案に係るいじめの事実関係や対象生徒の
重大な被害といじめとの関係性について説明できることをまとめる。 

７ 学校及び学校の設置者の対応 

 (１) 学校の対応について ・「５当該事案の事実経過」でまとめた学校の対応について法や学校いじめ
防止基本方針その他関連法令・本ガイドラインに照らしての対応の検証を
行う。 

 (２) 学校の設置者の対
応について 

・「５当該事案の事実経過」でまとめた学校の設置者の対応について法や
学校いじめ防止基本方針その他関連法令・本ガイドラインに照らしての対
応の検証を行う。 

 (３) 学校及び学校の設
置者の対応に係る考
察 

・学校及び学校の設置者の一連の対応を踏まえて、課題点や改善すべき
点を指摘する。 

８ 当該事案への対処及び再発防止策の提言 

 (１) 当該事案への対処
について 

・当該事案に係るいじめが解消していない場合には、当該事案のいじめ解
消に向けた対処をまとめる。 
・対象生徒の不登校が継続している場合に、当該生徒への支援方策等を
まとめる。 

 (２) 学校及び学校の設
置者に対する提言 

当該事案の一連の調査を踏まえて、学校及び学校の設置者に対する再発
防止策の提言を行う。 

９ 参考資料 

 


